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２００８（平成２０）年３月１８日

宮城県監査委員 殿

宮城県知事措置請求書

〒９８０－００２１ 仙台市青葉区中央４丁目３番２８号 朝市ビル３階

請 求 人 仙台市民オンブズマン

代 表 十 河 弘

電 話 ０２２－２２７－９９００

ＦＡＸ ０２２－２２７－３２６７

第１ 請求の趣旨

別紙１～６の７に記載した石巻県税事務所、大崎県税事務所、石巻土木事務

所、大崎土木事務所、石巻地方振興事務所、及び大崎地方振興事務所に勤務す

る仙台市在住の職員の平成１８年度における下記旅費支出については、違法ま

たは不当な公金の支出であるので、当該職員に対し、宮城県が当該職員に対し

てなした下記支出額の返還を求めるなどの損害を填補するための必要な措置及

び今後の損害を未然に防止するための制度改正措置等を講ずるよう勧告するこ

とを求める。

記

（１）通勤手段が、ＪＲ等の公共交通機関の職員について、ＪＲ等で仙台市へ

出張した際に支給された旅費（交通費・日当）

（２）通勤手段が、自家用車の職員について、自家用車で仙台市へ出張した際

に支給された旅費（交通費・日当）

（３）交通費を辞退している職員について支給された日当

第２ 請求の原因

１ 宮城県職員の旅費支給規定
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（１）宮城県職員が出張する場合、旅費が支給されることになっている（職員等

の旅費に関する条例３条１項 。職員が旅行する場合、旅行命令に基づくこ）

とが必要とされ（同条例４条１項１号 、旅費は所定の請求手続に従って支）

給されることになっている（同条例１３条 。）

（２）旅費については、鉄道賃、車賃、日当等の種類があり（同条例６条 、日）

当は県内旅行の場合一日あたり１３００円（全行程を自家用車を利用して移

動する場合は６５０円）と定められている（同条例２０条、別表第一 。）

（３）なお、同条例４１条１項は 「任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿、

泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情によ

、 、 、り 又は当該旅行の性質上 この条例の規定による旅費を支給した場合には

不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない部分の旅費を支給しな

いことができる 」とし、旅費規定にかかわらず不当又は通常必要しない旅。

費については支給しない旨定めている。

２ 本件各旅費の支給状況

各地方事務所における平成１８年度の旅費二重取り（通勤区間と同じ区間の

出張の場合に、通勤手当とは別に出張に際して交通費・日当を支給されている

こと）は、次の通りである。

（１）石巻県税事務所

石巻県税事務所に勤務する仙台市在住の職員の旅費二重取り状況は 【別、

紙１】記載のとおり合計７万９５５８円である。これの内訳は、

① 公共交通機関を利用している場合の旅費二重取り額 金４万９２３０円

② 自家用車を利用している場合の旅費二重取り額 金３万０３２８円

となる。

（２）大崎県税事務所

大崎県税事務所に勤務する仙台市在住の職員の旅費二重取り状況は 【別、

紙２】記載のとおり合計６万３３２２円である。これの内訳は、

① 公共交通機関を利用している場合の旅費二重取り額 金２万１７２２円

② 自家用車を利用している場合の旅費二重取り額 金０円

③ 日当のみ（交通費辞退） 金４万１６００円
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（３）石巻土木事務所

石巻土木事務所に勤務する仙台市在住の職員の旅費二重取り状況は 【別、

紙３】記載のとおり合計４８万１１８８円である。これの内訳は、

① 公共交通機関を利用している場合の旅費二重取り額 金５万０２７０円

② 自家用車を利用している場合の旅費二重取り額 金４３万０９１８円

となる。

（４）大崎土木事務所

大崎土木事務所に勤務する仙台市在住の職員の旅費二重取り状況は 【別、

紙４】記載のとおり合計３０万８４８１円である。これの内訳は、

① 公共交通機関を利用している場合の旅費二重取り額 金１万５６５５円

② 自家用車を利用している場合の旅費二重取り額 金２１万５１５４円

③ 日当のみ（交通費辞退） 金７万７６７２円

となる。

（５）石巻地方振興事務所

ア 水産漁港部

水産漁港部に勤務する仙台市在住の職員の旅費二重取り状況は 【別紙、

５－１】記載のとおり合計１７万６１０９円である。これの内訳は、

① 公共交通機関を利用している場合の旅費二重取り額金７万２８１０円

② 自家用車を利用している場合の旅費二重取り額 金１０万３２９９円

となる。

イ 総務部

総務部に勤務する仙台市在住の職員の旅費二重取り状況は 【別紙５－、

２】記載のとおり合計３万４５６８円である。これの内訳は、

① 公共交通機関を利用している場合の旅費二重取り額 金４２４０円

② 自家用車を利用している場合の旅費二重取り額 金３万０３２８円

となる。

ウ 地方振興部

地方振興部に勤務する仙台市在住の職員の旅費二重取り状況は 【別紙、

５－３】記載のとおり合計１０万２５５３円である。これの内訳は、

① 公共交通機関を利用している場合の旅費二重取り額 金５９４０円
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② 自家用車を利用している場合の旅費二重取り額 金９万６６１３円

となる。

エ 農業振興部

農業振興部に勤務する仙台市在住の職員の旅費二重取り状況は 【別紙、

５－４】記載のとおり合計１０万２２４２円である。これの内訳は、

① 公共交通機関を利用している場合の旅費二重取り額 金０円

② 自家用車を利用している場合の旅費二重取り額 金１０万２２４２円

となる。

オ 農業農村整備部

農業農村整備部に勤務する仙台市在住の職員の旅費二重取り状況は 別、【

紙５－５】記載のとおり合計４２万８２２３円である。これの内訳は、

①公共交通機関を利用している場合の旅費二重取り額金２３万２１９０円

② 自家用車を利用している場合の旅費二重取り額 金１９万６０３３円

となる。

カ 林業振興部

林業振興部に勤務する仙台市在住の職員の旅費二重取り状況は 【別紙、

５－６】記載のとおり合計７万６５１９円である。これの内訳は、

① 公共交通機関を利用している場合の旅費二重取り額金５万６７４１円

② 自家用車を利用している場合の旅費二重取り額 金１万９７７８円

となる。

（６）大崎地方振興部

ア 家畜保健衛生所

家畜保健衛生所に勤務する仙台市在住の職員の旅費二重取り状況は 別、【

紙６－１】記載のとおり合計１５万６３６６円である。これの内訳は、

① 公共交通機関を利用している場合の旅費二重取り額金２万４４７８円

② 自家用車を利用している場合の旅費二重取り額 金１１万２６５８円

③ 日当のみ（交通費辞退） 金１万９２３０円

となる。

イ 総務部

総務部に勤務する仙台市在住の職員の旅費二重取り状況は 【別紙６－、
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２】記載のとおり合計１２万６１７３円である。これの内訳は、

① 公共交通機関を利用している場合の旅費二重取り額金２万７８９０円

② 自家用車を利用している場合の旅費二重取り額 金６万９６８３円

③ 日当のみ（交通費辞退） 金２万８６００円

となる。

ウ 地方振興部

地方振興部に勤務する仙台市在住の職員の旅費二重取り状況は 【別紙、

６－３】記載のとおり合計１０万２３７７円である。これの内訳は、

① 公共交通機関を利用している場合の旅費二重取り額金４万５００７円

② 自家用車を利用している場合の旅費二重取り額 金５３７０円

③ 日当のみ（交通費辞退） 金５万２０００円

となる。

エ 農業振興部

農業振興部に勤務する仙台市在住の職員の旅費二重取り状況は 【別紙、

６－４】記載のとおり合計２０万４７３４円である。これの内訳は、

① 公共交通機関を利用している場合の旅費二重取り額金９万３２３６円

② 自家用車を利用している場合の旅費二重取り額 金５万９４９８円

③ 日当のみ（交通費辞退） 金５万２０００円

となる。

オ 農業農村整備部

農業農村整備部に勤務する仙台市在住の職員の旅費二重取り状況は 別、【

紙６－５】記載のとおり合計５６万３８７２円である。これの内訳は、

①公共交通機関を利用している場合の旅費二重取り額金２７万３８７５円

② 自家用車を利用している場合の旅費二重取り額 金９万７１５３円

③ 日当のみ（交通費辞退） 金１９万２８４４円

となる。

カ 美里農業改良普及所

美里農業改良普及所に勤務する仙台市在住の職員の旅費二重取り状況

は 【別紙６－６】記載のとおり合計２万１４８０円である。これの内訳、

は、
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① 公共交通機関を利用している場合の旅費二重取り額金２万１４８０円

② 自家用車を利用している場合の旅費二重取り額 金０円

となる。

キ 林業振興部

林業振興部に勤務する仙台市在住の職員の旅費二重取り状況は 【別紙、

６－７】記載のとおり合計１１万２５１０円である。これの内訳は、

① 公共交通機関を利用している場合の旅費二重取り額金４万３６１０円

② 自家用車を利用している場合の旅費二重取り額 金０円

③ 日当のみ（交通費辞退） 金６万８９００円

となる。

（７）前記各地方事務所の旅費二重取りの件数及び額をまとめると 【別紙７】、

のとおり、合計１４１６件、３１４万０２７５円となる。これは、前記各地

方事務所における全出張【別紙８】の件数にして約７９．８％、額にして約

８６．７％にあたる。

３ 本件各旅費支給の違法性・不当性

（１）通勤手段が、ＪＲ等の公共交通機関の仙台市在住職員について、ＪＲ等で

仙台市へ出張した際に支給された旅費（交通費）の違法性・不当性

当該職員の出張形態は ①居住地から出張 直行 ②出張先から帰宅 直、 （ ）、 （

帰 、③居住地から出張しそのまま帰宅（直行直帰）の３パターンがある。）

しかし、当該職員は、仙台市から各勤務先までの通勤手当の支給を受けて

おり、これとは別に仙台市までの出張の際に旅費を支給することは、旅費の

二重支給であり、全く必要のない支給である。にもかかわらず、職員等の旅

費に関する条例４１条１項を適用せずに旅費を支給することは、明らかに不

当であるとともに、旅行任命権者の裁量権濫用・逸脱も明白である。

従って、本件旅費支給は、違法（裁量権濫用・逸脱）または不当な公金支

出である。

（２）通勤手段が、自家用車の仙台市在住職員について、自家用車で仙台市へ出

張した際に支給された旅費（交通費）の違法性・不当性

当該職員の出張形態も ①居住地から出張 直行 ②出張先から帰宅 直、 （ ）、 （
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帰 、③居住地から出張しそのまま帰宅（直行直帰）の３パターンがある。）

この出張についても、前記（１）同様、旅費支給したことは、違法（裁量

権濫用・逸脱）または不当な公金支出である。

（３）日当支給の違法性・不当性

前記（１ （２）の場合、公用車を一部利用している場合、及び当該職員）

、 。が交通費支給を辞退している場合において いずれも日当が支給されている

、 （ ） 、 、しかし 前記各出張 旅行 は いずれも通勤手段と同じ交通手段であり

しかも、出勤又は帰宅途上に出張先に立ち寄るという程度のものである。出

張先での滞在時間も、出張目的の多くが「事務打合せ」や「会議 「用務」」、

、 。であることに鑑みれば ほとんどが数十分から数時間程度であると思われる

また、そもそも出張自体が当該職員の業務に関するものであると考えられる

から、そのような出張に日当を支給すること自体の合理性も疑わしい。

従って、前記各出張に日当を支給する必要性・合理性は乏しく、そのよう

な出張に対して職員等の旅費に関する条例４１条１項を適用せずに日当を支

給することは、明らかに不当であるとともに、旅行任命権者の裁量権濫用・

逸脱も明白である。

よって、本件日当支給は、違法（裁量権濫用・逸脱）または不当な公金支

出である。

（４）旅費二重取りに対する一般市民の認識

ア ２００７年１２月９日付け河北新報朝刊には、本件と同様の県職員旅費

二重取り問題が発覚した青森県の県民から県職員に対する不信感と批判の

声が高まっていること、青森県庁内でも市民感覚とかけ離れた支給に違和

感を覚える職員もいることが紹介されている（事実証明書１ 。）

イ 浅野史郎・前宮城県知事も、旅費二重取り問題について 「民間企業か、

ら見たら、ちょっと常識から外れていると思われるだろう 」と指摘して。

いる（事実証明書２ 。）

ウ かかる認識や、旅費二重取り問題が発覚した宮城県を含む東北各県にお

いて、旅費支給の基準の見直しを行っている事実に鑑みれば、本件旅費二

重支給が不当な公金支出であったことは明らかであり、また不当な旅費で

あるにもかかわらず職員等の旅費に関する条例４１条１項を適用しなかっ
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た旅行任命権者の裁量権濫用・逸脱も認められる。

従って、一般市民の認識の観点から見ても、本件旅費支給は違法または

不当な公金支出である。

４ 以上のとおり、県職員に対する旅費の二重支給は違法または不当な公金支出

にあたる。

県職員旅費二重取り問題は、２００７年１１月１４日に河北新報で青森県職

員の出張旅費「二重取り」として報道されたことに端を発する。請求人は、こ

の報道に接し、２００７年１２月２日に開催された北海道・東北市民オンブズ

マンネットワークの例会における議論を踏まえて、同月３日に本件で対象とし

ている地方事務所に勤務する仙台市在住職員の出張旅費について情報公開請求

を行った。そして、開示された４０００枚以上に及ぶ大量の資料を分析した上

で、違法または不当な公金支出であるとした旅費支給について、本件住民監査

請求を行うものである。

従って、違法または不当な公金支出がなされた日から１年を経過した分につ

いても、地方自治法２４２条２項但書きの「正当な理由」が存し、本件監査請

求は適法である。

第３ 事実証明書

１ 事実証明書１ 河北新報朝刊記事（２００７年１２月９日付け）

２ 事実証明書２ 河北新報朝刊記事（２００７年１２月９日付け）

以 上


